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税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【6月1日】
・固定資産税 第1期

事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内
事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内

令和8年度 労働保険 (労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、

6 月 1日（月）から 7月 10日（金）です。
期間中の申告・納付をお願いします。

電子申請の利用又は郵送による提出が可能です。

※令和 8 年 4 月 1 日付で、雇用保険率が改定されています
　ので、令和 8 年度概算保険料算定時はご注意ください。

奈良労働局総務部 労働保険徴収室
TEL 0742-32-0203

または、
管轄労働基準監督署・ハローワーク ( 公共職業安定所 )

酒類の提供、車両の同乗、車両の提供も犯罪です

車やバイク・自転車の
飲酒運転は犯罪です!

STOP
! 飲酒

運転

奈良県警察
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■一般会計予算の収入・支出状況（令和6年度繰越明許費は含みません。）

■一般会計予算の科目別収入・支出状況（令和6年度繰越明許費は含みません。）

《一般会計》（グラフ②）歳出

収入状況

（グラフ①） 歳入

（
千
円
）

村　税

83,933
91,667
109.2%  

  
  
  
  
  

58,980
62,062
105.2%

18,807
26,209
139.4%

973,049
1,001,197
102.9%

167,136
55,877
33.4%

96,797
22,856
23.6%

324,182
305,182
94.1%

188,283
212,017
112.6%

564,000
0

0.0%

56,445
39,769
70.5%

16,101
34,654
215.2%

28,789
26,790
93.1%

予算現額（千円）
収入済額（千円）
収入割合

繰入金 繰越金 村　債諸収入寄附金地　方
譲与税

議会費 総務費 民生費 衛生費 土木費 消防費 教育費 公債費農林水産
商工費

災　害
復旧費

予備費
ほ　か

各　種
交付金

地　方
交付税

国　庫
支出金

県
支出金

使用料及び
手数料ほか

　村民の皆様に財政状況をお知らせし、村政に対するご理解とご協力を
いただくため、村の「財政状況」を公表しています。
　令和7年度下半期（１０月～３月）の予算の執行状況の概要をお知らせ
します。

予算現額
収入済額

支出状況

（
千
円
）

36,174
33,075
91.4%

735,982
375,767
51.1%

200,973
132,864
66.1%

133,496
115,770
86.7%

407,296
334,990
82.2%

104,877
81,396
77.6%

139,476
106,881
76.6%

589,508
343,003
58.2%

9,070
8,267
91.1%

217,584
217,236
99.8%

2,066
66

3.2%

予算現額（千円）
支出済額（千円）
支出割合

予算現額
支出済額

未収入額
698,225千円
27.1％

収入済額
1,878,280千円

72.9％

予算現額
25億7,650万2千円

未支出額
826,938千円
32.1％

支出済額
1,749,315千円

67.9％

予算現額
25億7,650万2千円
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■
一
般
会
計
歳
入（
グ
ラ
フ
①
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
は
、3
月
末

の
収
入
済
額
が
18
億
7
，8
2
7

万
7
千
円
で
、予
算
に
対
し
て
72
・

9
％
の
収
入
割
合
と
な
っ
て
お

り
、前
年
度
同
期
と
比
べ
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12
・
3

％
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

■
一
般
会
計
歳
出（
グ
ラ
フ
②
）

　
一
般
会
計
の
歳
出
は
、支
出
済

額
が
17
億
4
，8
5
6
万
4
千
円

で
、予
算
に
対
し
て
67
・
9
％
の
支

出
割
合
と
な
っ
て
お
り
、前
年
度

同
期
と
比
べ
て
8
・
9
％
低
く
な

っ
て
い
ま
す
。

■
村
税（
グ
ラ
フ
③
）

　
村
税
収
入
は
、9
，1
6
6
万

1
千
円
で
、
予
算
に
対
し
て

1
0
9
・
2
％
の
収
入
割
合
で
、前

年
度
同
期
と
比
べ
て
2
・
5
％
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。村
税
の
63
・
7

％
が
固
定
資
産
税
、33
・
0
％
が
村

民
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
村
債
・
基
金（
表
①
・
②
）

　
村
債
残
高
は
、令
和
7
年
度
末

現
在
高
見
込
み
28
億
7
，1
6
6

万
3
千
円
で
、前
年
度
末
と
比
べ

て
3
億
6
8
7
万
2
千
円
増
加

す
る
見
込
み
で
す
。

　
基
金
は
令
和
7
年
度
末
現
在

高
見
込
み
21
億
5
，9
4
4
万
7

千
円
で
、
前
年
度
末
と
比
べ
て

5
7
2
万
9
千
円
減
少
す
る
見

込
み
で
す
。

　
厳
し
い
財
政
状
況
で
す
が
、

健
全
財
政
に
向
け
て
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

■
特
別
会
計（
表
③
）

　
特
別
会
計
の
収
入
済
額
は
、合

計
1
億
5
，8
5
8
万
8
千
円

で
、58
・
8
％
の
収
入
割
合
と
な
っ

て
お
り
、前
年
度
同
期
と
比
べ
て

0
・
4
％
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
支
出
済
額
は
、合
計
1
億
7
，

7
5
0
万
6
千
円
で
、65
・
9
％
の

支
出
割
合
と
な
っ
て
お
り
、前
年

度
同
期
と
比
べ
て
0
・
5
％
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。

■村債の現在高（表①）

■基金の現在高（表②）
■村税収入の状況（3月末現在）（グラフ③）

■特別会計予算の収入・支出状況（表③） ■公営企業会計予算の収入・支出状況

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

令和7年度
下半期

2,341,841

201,406

21,544

2,564,791

一 般 会 計

簡易水道事業会計

国保診療所特別会計

総　　　　 計

区 　 分

区　分 区　分予算現額

収益的
収支

簡易水道
事業

資本的
収支

収入

支出

収入

支出

令和8年3月末現在 令和8年3月末現在

収入済額（収入割合） 予算現額 執行額 執行率支出済額（支出割合）

積 立 基 金

運 用 基 金

総   　 計

2,126,127

39,049

2,165,176

312,487

66

409,734

318,282

0

804,938

2,120,332

39,115

2,159,447

525,700

2,100

1,500

529,300

207,556

11,428

3,444

222,428

2,659,985

192,078

19,600

2,871,663

令和6年度末
現在高

令和6年度末
現在高

令和7年度末
現在高見込み

令和7年度末
現在高見込み元金償還額発行額

とりくずし額積立額

令和7年度中増減額見込み

令和7年度中増減額見込み

会  計  名

国民健康保険

国 保 診 療 所

介 護 保 険

後期高齢者医療

合 　 計

64,538

67,959

115,254

21,764

269,515

47,650(73.8%)

22,825(33.6%)

73,573(63.8%)

14,540(66.8%)

158,588(58.8%)

36,755

36,470

6,071

12,315

36,980

34,110

5,971

12,213

100.6%

93.5%

98.4%

99.2%

29,775(46.1%)

54,728(80.5%)

77,825(67.5%)

15,178(69.7%)

177,506(65.9%)

村たばこ税 1,148千円
1.3％軽自動車税

1,893千円
2.1％

固定資産税
58.354千円
63.7％

村民税
30,272千円

33.0％

村　　税
収入済額

9,166万7千円
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村の出来事Topics

　４月１３日（月）、戦没者招魂祭が小橡忠魂碑でしめやかに執り行われました。
　ご遺族をはじめ、村長、議長、関係団体の代表等が参列し、戦没者に対して追悼の誠を捧げました。
　式典では、村長の祭文奉納に続き、来賓および遺族会会長が追悼の辞を述べ、参列者による焼香が行
われました。

　４月26～ 28日に早稲田大学建築学科の学生が来村し、今年度のプロジェクトの準備を行いました。昨年度
制作したベンチを大台ヶ原に設置し、製材所や村内のベンチを視察しました。また、小橡地区の祭の準備に
参加して村の文化を体験しました。
　関西・大阪万博のヨルダン館から村に戻ってきた木を使った制作についても取り組んでくれていますので、
今後の学生のみなさんの活動にぜひご注目ください。

●かみきたやまベンチ村プロジェクトとは？
　（一社）がんばろらえ・かみきた、早稲田大学、岡山理科大学、うたたね、上北山村製材所が
協力して、村民のみなさんのお気に入りの景色の見られる場所や、役立つところに村産材を使っ
たデザイン性豊かなベンチを設置する取り組みです。

　4月25日（土）、県道大台ヶ原公園川上線開通に伴い、登山
者をはじめ大台ヶ原を訪れる方々の安全を祈願する「山開
き」が大台ヶ原山祭り協賛会により行われました。
　大台ヶ原直通バス「そら
かぜ」の第１便を利用され
た登山客が見学される中、
神事が行われ、大台ヶ原関
係者などが玉串を奉納しま
した。

大台ヶ原山開き大台ヶ原山開き

ベンチ村プロジェクトベンチ村プロジェクト
～早稲田大学生がベンチ設置・村内調査を実施しました～～早稲田大学生がベンチ設置・村内調査を実施しました～

4
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　5月10日（日）、「第11回大台ヶ原マラソン inかみきた」が開催されました。
　総勢187名のエントリーがあり、当日は169名の選手が参加しました。開会式の後に上
北山村観光大使の任命式がありお父様が上北山村小橡出身の俳優・タレントとして活躍さ
れている上地由真さんが任命されました。
　やまゆり学園の生徒がスターターを務め、午前8時のスタート
の合図とともに選手たちが一斉にスタート！
　天気も良く走りやすい日でしたが、林道辻堂山線の「激坂区
間」は選手たちを苦しめていました。
　村のあちこちで選手を応援する声が響き、「温かい声援のお陰
で最後まで頑張ることができた」「応援に背中を押してもらえた」
など、選手からは喜びの声が聞かれました。

5
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署

大淀消防署北山分署
５３－－ ０１１００７４７

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力送配電㈱高田配電営業所
０８００－７７７－８８１０

　保健福祉課では、公共交通機関の利用が不便な本村において、利用者の居宅から医
療機関等への送迎を行うサービスを行っています。
　病気や障害をお持ちの方等、公共交通機関の利用が難しい方が対象となります。
詳細については、下記のとおりとなりますのでご確認よろしくお願いいたします。
　利用を希望される方は事前に保健福祉課まで申請書をご提出ください。
　ご不明な点があれば、保健福祉課までお問合せください。
 
■利用対象者
・村に居住し、自己あるいは同居家族等の運転で外出に車両を使用できない方のう
ち、障害及び傷病等の理由により、一般の公共交通機関の利用が困難であると認め
られる方を対象とします。

■運行範囲
・奈良県内とします。
・医療機関及び歯科医療機関での診察、入退院の送迎。
　但し、鍼灸院・整骨（接骨）院は医師の同意書・診断書が必要です。
・福祉施設等の入退所（短期入所を含む）の送迎。
■利用回数
・利用者１人につき原則月２回以内とし、同日に申請が重なった場合は、利用出来な
い場合があります。

■運行利用時間及び休日
・原則午前８時30分から午後５時15分までの間
・土曜日及び日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日の間は休業日とします。
■利用申請
・保健福祉課において申請受付を行います。
・利用日の３日前には申請をお願いします。
 ■その他
・自然災害（地震等）で運行が困難な場合及び道路規制発令時（雨量規制）は運行を
中止します。

　ご利用される方はご理解ご協力くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

　国土交通省水管理・国土保全局と気象庁は、令和８年５月下旬（予定）から新たな防災気
象情報の運用を開始します。 
　この新たな防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の警報などを、避難行動
に対応した５段階の警戒レベルと整合させ、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名
称に含めて発表します。レベル５に相当する河川氾濫の特別警報や警戒レベル４に相当す
る危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報・注意報などが大きく変わります。 
　レベル３警報やレベル４危険警報が発表されたら、自治体からの避難指示等に十分留意
いただくとともに、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示される「キキクル」や河川の
水位情報を参照して、危険な場所にいる方は早めの避難を心がけてください。 
　気象庁ホームページに設けた特設ページでは、新たな防災気象情報に関する様々な資
料を掲載しています。これらの資料を参考に、情報が発表された際にどのような行動をと
るか、ご家庭や企業・組織内であらかじめ決めていただくようお願いします。

上北山村外出支援サービス事業について

新たな防災気象情報に関する特設ページ
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/
keiho-update2026/index.html 

令和８年５月から防災気象情報が新しくなります 

申請・問合せ先　上北山村保健福祉課　07468‐３‐０３８０ 

スズメバチ等駆除費用の補助制度について

ハチの巣駆除用防護服・殺虫剤の貸出について

　スズメバチ等の巣を駆除業者に委託して駆除された方に、その駆除費用に対する補助金を交付します。
　なお、村では個人の所有地や管理地にあるハチの巣駆除は行なっておりません。直接駆除業者（有料）に
依頼などして駆除してください。

　上北山村内においてスズメバチ等の営巣している建物・土地の所有者・使用者又は管理者で、駆除業者に
よりスズメバチ等の巣を駆除された方。

補助対象者

　補助金額は、補助対象経費の２分の１（100円未満切捨て）で、その額が15,000円を超えるときは、
15,000円を上限とします。
　ただし、駆除を行なうために建築物等の一部を破壊する必要が生じた場合の費用や、その復旧に係る費用
は対象としません。

補助金額

　白川　森ノ内圭治さん 連絡先090-1444-9623（駆除対応）
　又は、奈良県ペストコントロール協会 連絡先0742-23-7312（駆除業者の紹介）

駆除業者について

　スズメバチ及びミツバチ

補助対象となるハチ

　スズメバチ駆除を行うことを住民課まで申し出たうえで、駆除した日から30日以内又は駆除を実施した年
度の３月末日までのいずれか早い日までに、次の書類を提出して下さい。
●上北山村スズメバチ等駆除費補助金交付申請書
●駆除費用の明細が記載された領収書の写し
●駆除前及び駆除後の写真各１枚（営巣が分かるものに限る）。ただし、屋内にある営巣等で、写真撮影が
困難なときは不要です。

　上北山村内において、ご自身でハチの巣の駆除を行なわれる場合、防護服を役場
住民課にて無料でお貸しします。
　利用を希望される方は、事前に電話等でお問合せの上、申請書の提出をお願いし
ます。
　また、駆除用殺虫剤が必要な方は１本につき1,560円（令和7年4月1日現在）でご利用いただけます。
　スズメバチに関しては、駆除に危険が伴うため、駆除業者に依頼することをお勧めします。

補助金申請方法
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署

大淀消防署北山分署
５３－－ ０１１００７４７

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力送配電㈱高田配電営業所
０８００－７７７－８８１０

　保健福祉課では、公共交通機関の利用が不便な本村において、利用者の居宅から医
療機関等への送迎を行うサービスを行っています。
　病気や障害をお持ちの方等、公共交通機関の利用が難しい方が対象となります。
詳細については、下記のとおりとなりますのでご確認よろしくお願いいたします。
　利用を希望される方は事前に保健福祉課まで申請書をご提出ください。
　ご不明な点があれば、保健福祉課までお問合せください。
 
■利用対象者
・村に居住し、自己あるいは同居家族等の運転で外出に車両を使用できない方のう
ち、障害及び傷病等の理由により、一般の公共交通機関の利用が困難であると認め
られる方を対象とします。

■運行範囲
・奈良県内とします。
・医療機関及び歯科医療機関での診察、入退院の送迎。
　但し、鍼灸院・整骨（接骨）院は医師の同意書・診断書が必要です。
・福祉施設等の入退所（短期入所を含む）の送迎。
■利用回数
・利用者１人につき原則月２回以内とし、同日に申請が重なった場合は、利用出来な
い場合があります。

■運行利用時間及び休日
・原則午前８時30分から午後５時15分までの間
・土曜日及び日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日の間は休業日とします。
■利用申請
・保健福祉課において申請受付を行います。
・利用日の３日前には申請をお願いします。
 ■その他
・自然災害（地震等）で運行が困難な場合及び道路規制発令時（雨量規制）は運行を
中止します。

　ご利用される方はご理解ご協力くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

　国土交通省水管理・国土保全局と気象庁は、令和８年５月下旬（予定）から新たな防災気
象情報の運用を開始します。 
　この新たな防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の警報などを、避難行動
に対応した５段階の警戒レベルと整合させ、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名
称に含めて発表します。レベル５に相当する河川氾濫の特別警報や警戒レベル４に相当す
る危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報・注意報などが大きく変わります。 
　レベル３警報やレベル４危険警報が発表されたら、自治体からの避難指示等に十分留意
いただくとともに、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示される「キキクル」や河川の
水位情報を参照して、危険な場所にいる方は早めの避難を心がけてください。 
　気象庁ホームページに設けた特設ページでは、新たな防災気象情報に関する様々な資
料を掲載しています。これらの資料を参考に、情報が発表された際にどのような行動をと
るか、ご家庭や企業・組織内であらかじめ決めていただくようお願いします。

上北山村外出支援サービス事業について

新たな防災気象情報に関する特設ページ
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/
keiho-update2026/index.html 

令和８年５月から防災気象情報が新しくなります 

申請・問合せ先　上北山村保健福祉課　07468‐３‐０３８０ 
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女
性
の
権
利
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
弁
護
士
に
よ
る
臨
時
無
料
電

話
相
談
）

　
左
記
の
と
お
り
、
女
性
の
権
利

一
般
に
関
す
る
無
料
電
話
相
談
を

実
施
し
ま
す
。

　
離
婚
や
家
族
に
関
す
る
問
題
や

労
働
問
題
、
相
続
問
題
、
事
業
の

問
題
、
消
費
者
問
題
、
更
に
L
G

B
T
の
こ
と
等
、
分
野
を
問
わ
ず

ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
。

　
家
庭
の
ご
事
情
な
ど
に
よ
り
外

出
し
づ
ら
い
方
に
も
、
お
電
話
で

気
軽
に
相
談
い
た
だ
け
る
機
会
で

す
。

■
日
時
　
６
月
26
日
（
金
）

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
電
話
番
号

　
０
７
４
２
‐
２
2
‐
5
7
7
0

　
（
実
施
当
日
の
み
通
話
可
能
）

■
お
問
い
合
わ
せ

　
奈
良
弁
護
士
会

　
０
７
４
２
‐
２
２
‐
２
０
３
５

※
相
談
は
電
話
の
み
と
な
り
ま

す
。

放
送
大
学

10
月
入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　
放
送
大
学
は
、
2
0
2
６
年
10

月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

学
ぶ
意
欲
さ
え
あ
れ
ば
15
歳
か
ら

学
べ
、
学
位
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
視
聴
で
き
る
授
業
だ
け

で
な
く
、
全
国
に
あ
る
学
習
セ
ン

タ
ー
で
の
対
面
授
業
も
人
気
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
専
門
的
な
分
野
を
よ
り

極
め
た
い
方
の
た
め
に
大
学
院
も

あ
り
ま
す
。

　
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学

奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー
（
℡
0
7
4

2
‐
2
0
‐
7
8
7
0
）
ま
で
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

■
出
願
期
間

　
第
１
回
が
2
0
2
６
年
８
月
31

日
ま
で
、
第
２
回
が
９
月
９
日
ま

で
。

　
よ
り
多
く
の
方
に
入
学
の
機
会

を
提
供
す
る
た
め
、
出
願
期
間
を

２
回
設
け
て
い
ま
す
。
教
材
を
受

け
取
れ
る
時
期
な
ど
が
違
っ
て
き

ま
す
の
で
、
第
１
回
で
の
出
願
を

お
勧
め
し
ま
す
。

奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　現在使用している小・中学校の教科書などを、
下記の教科書センター等で展示します。

●なお、県立教育研究所（磯城郡田原本町秦庄TEL0744-33-8900
(代)）等においても展示しています。

展示場所（教科書センター）
吉野町教育委員会事務局内 (吉野町上市) 
かわかみ源流学園(川上村西河)
下北山村立下北山小中学校 (下北山村下池原)
十津川村立十津川第一小学校(十津川村小原)
野迫川村山村振興センター (野迫川村北股)

教科書展示会の開催について

教科用図書第18採択地区協議会

　閲覧をご希望される方は、事前に教科書センター
が設置されている町村教育委員会にお問合わせくだ
さい。
　休日は、閲覧できません。

吉野町教育委員会
（吉野町上市133　TEL0746-32-0190）
川上村教育委員会
（川上村迫1374-2　TEL0746-52-0144）
下北山村教育委員会
（下北山村寺垣内1002　TEL07468-6-0901）
十津川村教育委員会
（十津川村小原225-1　TEL0746-62-0003）
野迫川村教育委員会
（野迫川村北股84　TEL0747-37-2101）

展示期間
令和8年6月12日(金)～7月10日(金)
午前9時～学校及び施設の終了時刻まで

年金だより

制度の概要
■子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子
が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が
免除される制度です。
■子を育てる方（実父母・義父母）は、申請することで、所得
に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
■納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
■1歳になるまでの子（※）を養育する国民年金第1号被保
険者の実父母・養父母が対象です。
■子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必
要があります。
　　①子と身分（親子）関係が継続していること
　　②子と同一住所であること（所得要件はありません）
※法律上の親子関係がある子（実子及び養子）に加えて、
特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に
委託している要保護児童も該当します。

育児免除制度に係る手続き
■育児免除の要件に該当する方は、令和8年10月以降に
「国民年金育児免除該当・終了届」を市区町村または年金
事務所に提出します。（電子申請も可能）

※050から始まる電話番号で
　おかけになる場合は
03－6700－1165
お問い合わせの際は、基礎年金番号が
わかるものをご利用ください。

〈受付時間〉
月　曜　日　午前8：30～午後7：00
火～金曜日　午前8：30～午後5：15
第２土曜日　午前9：30～午後4：00

TEL：０５７０－０５－１１６５

URL:https://www.nenkin.go.jp

【令和8年10月1日施行】
国民年金育児免除制度のお知らせ
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後期高齢者医療保険料率が変わります
令和8・9年度の保険料率について

令和８・９年度　保険料の軽減措置について

2割軽減

　【保険料均等割額の軽減】 
　世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。 
●65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除します。 
●軽減判定は４月１日（４月２日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。 

　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担す
る公費によって運営されています。また、令和８年度より子ども子育て世帯を支える新しい分かち合
い・連帯の仕組みとして医療保険の保険料と一緒に子ども子育て支援金を徴収することとなりました。 
　保険料は、皆様が医療を受けられた際の医療費の財源となる基礎賦課額分（医療分）の保険料と子
ども子育て支援制度の財源となる子ども子育て支援納付金分（子ども分）の保険料の合計額が保険料
総額となります。 

※子ども分の令和９年度の保険料率は、令和８年度に算定されます。 
※所得割の基礎控除の金額は、４３万円です。 

※給与所得者等とは、給与収入が５５万円を超える方または公的年金収入が６５歳以上は１２５万円、６５歳未満は６０万円
を超える方。 
　給与所得者等の数が１以下の場合、下線部の加算は行いません。

基礎控除額(43万円)＋57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-１)以下

5割軽減基礎控除額(43万円)＋31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-１)以下 

7割軽減基礎控除額(43万円)＋10万円×(給与所得者等※の数-１)以下

均等割の
軽減割合

対象者の所得要件
（同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等※1の合計額) 

均 等 割 額 一人あたり保険料
（100円未満切り捨て）

所 得 割 額

基礎控除（43万円）後の
総所得金額等 × 所得割率＋ =

区　分

対象年度

（1）所得割率

（2）均等割額

年間保険料

賦課限度額

医療分

令和 ８ ・ ９ 年度

１０.６３％

５７,１００円

８５０,０００円

子ども分

令和 ８ 年度

０.２５％

１,４００円

医療分　＋　子ども分（１００円未満切り捨て）

２１,０００円

9



　肺炎は誰しも知る身近で、時には命を奪う病気です。２０２４年厚生労働省の日本の死因統計

では肺炎は死因の第５位、特に65歳以上の高齢者ではさらに上位の病気です。かつて世界的な名

医のオスラー先生は「肺炎は老人の友」と記しています。

　「肺炎」はほぼ細菌感染による感染症で、「誤嚥性肺炎」は嚥下障害により食物や口腔内雑菌

が気管に入ることによる肺炎です。死因統計では別分類の扱いですが、高齢者の肺炎ではしばし

ば区別が困難です。誤嚥性肺炎の予防には噛む力を保つこと、口の中を清潔にしておくことが大

切です。食後や寝る前の歯磨きをしっかり行いましょう。歯周病の予防は口腔内雑菌を減らし誤

嚥性肺炎の予防になります。健康な歯を残すことはしっかり噛み嚥下することにつながります。

義歯をしている方は、寝る前には外して口腔ケアとともに義歯の手入れをしましょう。正しい歯

磨きは若いときから習慣にしておくと良いですね。

　肺炎の原因となる細菌で最も多いのが肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンの予防接種が勧められ

ます。65歳の高齢者には公費補助のもとに肺炎球菌ワクチンの接種が行われてきました。本年４

月からはワクチンが変更され、より有効性、持続性の高いワクチンとなります。市町村毎に自己

負担額が多少異なります。市町村あるいはかかりつけ医にお問い合わせください。接種済みで追

加接種希望の方（全額自己負担）もかかりつけ医にご相談ください。

奈良県医師会

肺炎予防のために大切なこと

　高齢者の健康を保持・増進し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図り、健康寿
命の延伸を目的とします。

●健診対象者：75歳・80歳・85歳（4月1日現在）の奈良県後期高齢者医療被保険者
●健　診　料：無料
●実 施 期 間：6月1日～1１月３0日
●実 施 方 法：一般社団法人奈良県歯科医師会に属する奈良県の歯科医療機関にて、口腔健診を
　　　　　　　実施
●口腔健診実施歯科医療機関一覧表：
　奈良県後期高齢者医療広域連合事業課までお問い合わせください。

口腔健診の申込み方法
　口腔健診実施歯科医療機関へ事前ご予約いただき、受診当日に健診券（はがき）※・マイナ保
険証、資格確認書または被保険者証をご持参ください。
※健診券（はがき）は5月下旬に奈良県後期高齢者医療広域連合より健診対象の方へ送付されます。

「お口の健康診査」口腔健診を実施します「お口の健康診査」口腔健診を実施します
後期高齢者を対象に

奈良県後期高齢者医療広域連合　事業課　TEL：0744-29-8430

10

広　報 かみきたやま



   

　
4
月
か
ら
新
し
く
診
療
所

に
赴
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
藪
本
と
申
し
ま
す
。
村

民
の
皆
様
に
安
心
し
て
生
活

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
心

を
込
め
て
精
一
杯
頑
張
り
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

　
私
の
専
門
分
野
は
総
合
診

療
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
ス

ポ
ー
ツ
医
学
と
へ
き
地
診
療

に
特
に
力
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。 

 
　
現
在
、
私
は
医
師
5
年

目
で
あ
り
、
南
奈
良
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
の
総
合
診
療
専

門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
研
修

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
へ
き

地
診
療
を
経
験
し
た
い
と
い

う
思
い
を
持
っ
て
、
南
奈
良

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
総
合
診

療
科
の
明
石
先
生
と
研
修
先

に
つ
い
て
相
談
さ
せ
て
い
た

だ
く
中
で
、
こ
の
度
、
明
石

先
生
の
思
い
入
れ
の
あ
る
上

北
山
村
に
来
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。  

　
明
石
先
生
を
は
じ
め
と
し

て
、
こ
ち
ら
で
診
療
を
さ
れ

た
前
任
の
先
生
方
は
皆
さ
ん

例
外
な
く
上
北
山
村
に
愛
着

を
持
っ
て
お
ら
れ
、
村
で
の

思
い
出
を
楽
し
そ
う
に
話
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
私
は
こ

ち
ら
に
来
て
ま
だ
1
か
月
で

す
が
、
す
で
に
上
北
山
村
と

村
民
の
皆
様
が
大
好
き
に
な

り
ま
し
た
。
大
台
ヶ
原
や
気

持
ち
の
い
い
温
泉
、
綺
麗
な

川
、
そ
し
て
何
よ
り
村
民
の

皆
様
が
明
る
く
優
し
い
こ
と

に
感
激
し
て
お
り
ま
す
。 

 

　
河
合
の
餅
ま
き
や
大
台
ヶ

原
マ
ラ
ソ
ン
に
も
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
楽
し
い
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
れ
以
外
で
も
、
新

任
の
私
に
優
し
く
フ
レ
ン
ド

リ
ー
に
お
声
を
か
け
て
い
た

だ
き
、
と
て
も
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。 

 

　
私
は
医
師
と
し
て
も
人
間

と
し
て
も
未
熟
で
す
の
で
、

ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と

も
多
々
あ
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

 

　
な
お
、
定
期
受
診
は
予
約

制
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

自
己
紹
介

115Vol.

上北山村国民健康保険診療所
医師　藪 本 昂 平

もう設置しましたか？「住宅用火災警報器」

設置…住宅火災における死亡原因の約６割が「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器を設置し、火災から命を守りましょう。 

点検…住宅用火災警報器のボタンを押す、またはヒモを引いて、定期的に火
災の警報音を確認しましょう。

交換…交換期限が表示されたものは期限までに交換してください。交換期限
が記載されていない場合、設置から10年を目安に交換しましょう。

─大切な命、財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。─

奈良県広域消防組合
大淀消防署　吉野分署

火の確認
　いい日を支える
　　いい習慣
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No.698
月

村のようす

令和8年5月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２６９（＋２）
４００（±０）
２１２（＋１）
１８８（－１）
274.22k㎡

広
報
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ま
　

N
O
.698

発
行
／
上
北
山
村
役
場
　
　
編
集
／
総
務
課

P２・３
P４・５
P６

P７

令和7年度下半期財政状況の公表…………
村の出来事……………………………………
スズメバチ等駆除費用の補助制度…………
上北山村外出支援サービス事業について　
　　　　　　　　　　　　　　ほか………

P８・９
P10
P11
P12

お知らせ・年金だより………………………
奈良健康情報…………………………………
診療所だより…………………………………
労働保険制度更新のほか……………………

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

5

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【6月1日】
・固定資産税 第1期

事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内
事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内

令和8年度 労働保険 (労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、

6 月 1日（月）から 7月 10日（金）です。
期間中の申告・納付をお願いします。

電子申請の利用又は郵送による提出が可能です。

※令和 8 年 4 月 1 日付で、雇用保険率が改定されています
　ので、令和 8 年度概算保険料算定時はご注意ください。

奈良労働局総務部 労働保険徴収室
TEL 0742-32-0203

または、
管轄労働基準監督署・ハローワーク ( 公共職業安定所 )

酒類の提供、車両の同乗、車両の提供も犯罪です

車やバイク・自転車の
飲酒運転は犯罪です!

STOP
! 飲酒

運転

奈良県警察
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